
1.介護報酬に係る費用（利用者1割負担分） 0.9 0.9

10 金額

基本額 749円 #

（日額） 797円 #

865円 #

923円 #

974円 #

828円 #

881円 #

949円 #

1,004円 #

1,058円 #

加算額 31円 #

209円 #

25円 #

6円 6

542円 #

250円 #

378円 #

836円 #

418円 #

470円 #

523円 #

418円 #

314円 #

209円 #

19円 #

#

75円 #

168円 #

951円 #

1,986円 #

加　算 7.5%

※　上記料金に関しましては、基本単位数に10.45を乗じて算出しております。 ※　端数処理により1円単位の誤差が生じることがございます。

2.その他の日常生活に係る費用等（ご利用者の希望により行った場合）

単位

1食

1食

1食 令和　　　　年　　　　月　　　　　日

1日

多床室 1日

従来型個室 1日

1日

1日

理美容代 1回

文書代 1通

印

医療法人泉心会　介護老人保健施設「大地」

理事長　　宮﨑　雄一郎

印

S023

居宅に外泊した場合。月６日を限度とする
※退所が見込まれるものを試行的に退所させ、介護老人保健施設の居宅サービスを提供した場合

入所者の試行的な退所時に当該入所者及び家族等に対して、退所後の療養上の指導を行った場合
※月1回のみ

入所期間が1ヶ月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当該者が退所後
生活する居宅を訪問した場合

入所期間が１ヶ月を超える者の退所後の主治医に対し、診療状況を示す文章を添えて紹介を行なった場合

入所期間が１ヶ月を超える者の退所に先立ち指定居宅、介護支援事業者に対する必要な情報提供及び調整
をした場合

死亡日

利用者氏名                        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                印

要介護　4

701

701

701

701

701

701

701

701

要介護　4

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

1,800円

120円

1,640円

360円(税込)

おやつ代

夕食

上記のうち、ご利用された総単位数に対して7.5%を算定させて頂きます。（加算項目に記載の加算を除く）

670円

780円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印身元引受人

日用品費 ご利用者と業者の契約による選択

特別行事費

希望により業者理髪を
行った場合

※　「介護保険標準負担額減額認定書」をお持ちの方は食事代と居住費が減額になります。

朝食

昼食

550円

入所時の退所時に介護老人保健施設の医師が診療に基づき指定訪問看護等の利用が必要であると認め、
該当入所者の選定する指訪問看護等に対して訪問看護指示書を交付した場合

訪問看護指示加算（実施時）

介護福祉士割合60％以上

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者家族等の同意を得てターミナルケアに係る計
画作成入所者の状態又は家族の求めに応じ随時家族等へ説明をを行ってること

上記のうち、ご利用された総単位数に対して2.9%を算定させて頂きます。（加算項目に記載の加算を除く）認知症行動・心理症状緊急対応加算（日額）

サービス提供体制強化加算(Ⅱ)（日額）

死亡日以前
31日～45日
死亡日以前
4日～30日

死亡日前日及び前々日

項目 金額 ※　この料金表は令和7年5月1日より施行します。（食事代は同年同月より施行します。）

　　　 ※　在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）は令和7年3月1日より取り下げします。

実費

外泊時費用　在宅サービスを利用する場合　（日額）

試行的退所時指導加算(実施時）

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）（実施時）

退所時情報提供加算（実施時）

入退所前連携加算(Ⅱ)（実施時）

要介護　5

夜勤職員配置加算（日額）

療養食加算（1食）

個人的に希望、必要賭さ
れる方

特別室料

居住費
430円

3,300円(税込)

ターミナルケア加算（日額）

食事代

初期加算Ⅱ（日額）

短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ（実施回数）

介護老人保健施設 入所利用料金一覧表

多
床
室

従
来
型
個
室

要介護　5

要介護　1

要介護　2

要介護　3

外泊時費用　（日額）

所定疾患施設療養費（Ⅰ）（日額）

身体疾患の為、食事療法を行った場合

緊急な治療管理としての投薬、検査、処置等を行った場合
※月連続する３日を限度とする

要介護　1

要介護　2

701

701

入所者等の数が２０又はその端数を増すごとに１以上、かつ、２を超えた場合

緊急時治療管理（日額）

要介護　3

診断・診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容を診療録に記載した場合
※月連続する７日を限度とする

居宅に外泊した場合。月６日を限度とする

項目

入所した日から起算して30日以内の期間

入所日から３ヶ月以内の期間概ね週3回以上実施した場合（週3回/1日につき）

摘要


